
情 報 掲 示 板

2 月・3 月の歯科休日急患在宅医

２月・３月の休日救急当番医

◇鹿屋市医師会　　診療時間　午前８時 30 分～午後６時

月　日 医療機関 住　所 電話 (0994）

2 月 16 日
小浜クリニック 吾平町上名 58-6025
はらだ整形外科 東串良町池之原 63-8080

23 日
入佐内科 吾平町麓 58-7006
岩重医院 東串良町川東 63-8514

3 月 2 日
高山胃腸科・外科 肝付町前田 65-7171
内村産婦人科 串良町岡崎 63-2521

  9 日
春陽会中央病院 肝付町新富 65-1170
黎明脳神経外科医院 串良町上小原 63-7878

16 日
山内クリニック 肝付町前田 65-8181
宮路胃腸科外科 串良町岡崎 63-5040

23 日
ルミコ医療ステーション 肝付町新富 65-0921
新中須医院 東串良町池之原 63-2010

◇鹿屋市歯科医師会　　　　   診療時間  午前９時～午後３時
月　日 医療機関 住　所 電話（0994）

2 月 16 日 おおやま歯科クリニック 寿 4 丁目 43-3210

23 日 池田病院歯科 下祓川町 43-6468

3 月   2 日 貴島歯科医院 札元 1 丁目 44-5000

9 日 クリス歯科 白崎町 41-3931

16 日 けいこ歯科 寿 4 丁目 40-0418

21 日 近藤歯科医院 西原 4 丁目 44-5373

  23 日 さかもと歯科クリニック 寿 8 丁目 44-2003

■テレホンガイドかのや
　☎０９９４- ４２- ４０００
　（平日）イベント等を案内
　（休日）休日救急当番医及び歯科休日急患在宅医を案内

…内科　　…小児科　 …外科小

■大隅肝属地区消防組合テレホンサービス
　☎０９９４- ４３- ０１１９
　（平日）午後 5 時から夜間救急当番医を案内
　　　　  ※ ただし、火災発生時は一時火災情報に変わります。
　（休日）休日救急当番医及び歯科休日急患在宅医を案内

◇肝属東部医師会　　　    診療時間　午前９時～午後５時※ 休日救急当番医の診療は、急病に対する処置ですので、翌日は
かかりつけの医師などの診療を受けてください。

　原則として、投薬期間は通常 1 日分とします。

小

小

月　日 医療機関 住　所 電話（0994）

2 月 16 日
 鹿屋ハートセンター 札元 2 丁目 41-8100

　 こだま小児科 笠之原町 41-5111
 西原外科クリニック 西原 1 丁目 43-4195

23 日
 前田内科 本町 42-2175

　 えとう小児科 札元 2 丁目 40-3700
 鮫島整形外科病院 寿 1 丁目 43-2535

3 月 2 日
 伊東クリニック 札元 2 丁目 43-3500

　 まつだこどもクリニック 西原 2 丁目 52-0507
 村上整形外科医院 今坂町 41-2511

9 日
 中原クリニック 横山町 48-2011

　 こだま小児科 笠之原町 41-5111
 徳田脳神経外科病院 打馬 1 丁目 44-1119

16 日
 浜崎クリニック 向江町 43-3305

　 やのファミリークリニック 寿 4 丁目 43-6248
 かのや東病院 笠之原町 42-3111

21 日
 池田病院 下祓川町 43-3434

　 おひさまこどもクリニック 新川町 42-7822
 はるしま整形外科クリニック 旭原町 41-2211

23 日
 長﨑内科 笠之原町 43-2195

　 こだま小児科 笠之原町 41-5111
 検見崎病院 西原 1 丁目 43-2991

小

小

小

小

小

小

小

※ 休日救急当番医及び歯科休日急患在宅医は、変更になることが
　あります。各医療機関にご確認のうえ、受診してください。

消費生活センターだより消費生活センターだより

　問市消費生活センター（2 階）　☎ 0994-31-1169

○ 個人情報の入手や被害救済名目で金銭をだまし取ることを目的と
した『架空請求』ハガキについての相談が、再び増えています。

○ 『早急にご連絡ください』と記載してあっても、絶対に連絡しな
いでください。

○ただし、裁判所から特別送達で届いたときは放置してはいけません。
○ 不審なハガキが届いて困ったときは、消費生活センターへ相談し

てください。

●相談事例

●アドバイス

消費生活センターに相談のあった事例を定期的に紹介します。
悪質業者の手口を知り、被害の未然防止に役立てましょう。

自宅に『紛争問題確認書』と書かれたハガキが届いた。
心当たりはないが、

「連絡しないと裁判所へ出廷することになる」
「早急にご連絡ください」
などと書かれており不安である。どうしたらいいだろうか？（60 代男性）

〜こんな相談ありました④〜

※架空請求ハガキの例
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